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(57)【要約】
【課題】　記録速度またはバージョンが変わるにつれて
変更されるディスク関連情報及び記録関連情報のパラメ
ータを、既存バージョンのドライブでも認識して記録及
び／または再生する。
【解決手段】　情報保存媒体において、既存のコントロ
ール情報についての情報、バージョン情報、タイミング
情報、及び記録速度情報のうち少なくとも一つが変わる
につれて、アップデートされた情報が記録される領域と
、使われるドライブに対応するアップデートされたコン
トロール情報及び既存のコントロール情報のうち一つに
よって、ドライブがデータを記録及び／または再生する
ユーザデータ領域とを含むことにより、上記課題を解決
する。
【選択図】　　　図３Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　既存のコントロール情報についての情報、バージョン情報、タイミング情報、及び記録
速度情報のうち少なくとも一つが変わるにつれて、アップデートされた情報が記録される
領域と、
　使われるドライブに対応するアップデートされたコントロール情報及び既存のコントロ
ール情報のうち一つによって、ドライブがデータを記録及び／または再生するユーザデー
タ領域とを含むことを特徴とする情報保存媒体。
【請求項２】
　前記アップデートされたコントロール情報は、既存のコントロール情報に対して連続的
な方式で記録されることを特徴とする請求項１に記載の情報保存媒体。
【請求項３】
　前記既存のコントロール情報及びアップデートされたコントロール情報のうち一つは、
記録速度、記録パワー、再生パワー及び記録パターンのうち、少なくとも一つを表す情報
を含むことを特徴とする請求項１に記載の情報保存媒体。
【請求項４】
　前記既存のコントロール情報及びアップデートされたコントロール情報は、プッシュプ
ル信号チャンネル及びサムチャンネルのうち一つで記録されることを特徴とする請求項１
に記載の情報保存媒体。
【請求項５】
　前記一つのコントロール情報がプッシュプル信号チャンネルを通じて再生され、グルー
ブウォッブルフォーマットで記録されることを特徴とする請求項４に記載の情報保存媒体
。
【請求項６】
　前記情報保存媒体は、ユーザデータ領域以外の領域にリードイン領域及びリードアウト
領域のうち一つをさらに含み、前記一つのコントロール情報は、サムチャンネルによって
再生され、情報保存媒体のリードイン領域及びリードアウト領域のうち少なくとも一つの
記録可能な領域に記録される情報であることを特徴とする請求項４に記載の情報保存媒体
。
【請求項７】
　前記情報保存媒体は、ユーザデータ領域以外の領域にリードイン領域及びリードアウト
領域のうち一つをさらに含み、前記既存のコントロール情報及びアップデートされたコン
トロール情報のうち一つは、前記リードイン領域とリードアウト領域のうち、少なくとも
一つの記録可能な領域にグルーブウォッブルフォーマットで記録されることを特徴とする
請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記既存のコントロール情報及びアップデートされたコントロール情報のうち一つは、
グルーブウォッブルで記録されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　第１ディスク情報及び第２ディスク情報を含むディスク情報を有する情報保存媒体につ
いてデータを記録及び／または再生するための記録及び／または再生装置において、
前記情報保存媒体についてデータを伝送するための光ピックアップと、
第１及び第２ディスク情報を検出するように前記光ピックアップをコントロールして、前
記第１及び第２ディスク情報のうち何れかは、前記装置によって使用可能なドライブコン
トロール情報に対応するかを決定し、決定された第１及び第２ディスク情報のうち何れか
一つによって情報保存媒体についてデータを伝送するように光ピックアップをコントロー
ルするコントローラとを含むことを特徴とする装置。
【請求項１０】
　前記第１及び第２ディスク情報がディスクバージョンナンバー及び記録関連情報に対し
てそれぞれ異なることを特徴とする請求項９に記載の装置。
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【請求項１１】
　記録関連情報に対する差は、記録速度及び記録波形のうち一つについてのものであるこ
とを特徴とする請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記第１及び第２ディスク情報は、ディスクバージョンナンバーについて同じであるこ
とを特徴とする請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記第１ディスク情報は、第１ディスク情報の記録関連情報を再生するためにドライブ
によって記録される数バイトにある第１バイト情報を含み、
前記第２ディスク情報は、前記第２ディスク情報の記録関連情報を再生するためにドライ
ブによって記録される数バイトにある第２バイト情報を含み、
前記第１及び第２バイト情報は、異なる数のバイトを表すことを特徴とする請求項１１に
記載の装置。
【請求項１４】
　前記第１ディスク情報は、第１ディスクバージョンナンバーを伝達し、第２ディスク情
報は、第２ディスクバージョンナンバーを伝達し、ドライブは、第１ディスクバージョン
ナンバーによるデータを記録及び／または再生するのに使用可能であるが、第２ディスク
バージョンナンバーによって記録及び／または再生するのに使用不可能であることを特徴
とする請求項９に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報保存媒体及びその記録及び／または再生方法に係り、さらに詳細には、
バージョンナンバーまたは記録速度が変わるにつれて、既存の情報とアップデートされた
情報とを共に記録した情報保存媒体及びその記録及び／または再生方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、光情報保存媒体、例えば、光ディスクは、非接触式で情報を記録／再生する
光ピックアップ装置の情報媒体として広く採用され、情報記録容量によってコンパクトデ
ィスク（ＣＤ）、デジタル多機能ディスク（ＤＶＤ）に区分されうる。そして、データの
記録、消去及び再生が可能な光ディスクとしては、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＷ
、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＤＶＤ＋ＲＷがある。
【０００３】
　一方、前記のような光ディスクの記録速度が高倍速化され、ディスクバージョンが向上
するにつれて、これと関連したディスク関連情報及び記録関連情報をドライブに提供しな
ければならない。特に、バージョンや記録速度が変わるにつれて、既存ドライブでも互換
性をもって記録及び／または再生を行わせることが、ユーザの立場で望ましい。一方、デ
ィスクフォーマットを決定する立場では、既存フォーマットとの一貫性を維持するように
記録関連情報パラメータを決定することが望ましい。
【０００４】
　光ディスクの記録速度によって適した記録特性があり、これら特性を満足させるように
ディスクドライブが作動されて初めて信頼するほどの記録が行われる。しかし、一般的に
、ディスクドライブ及び光ディスクの速度が速まりつつ、これらの規格を新たに定める時
、規格に対するバージョンも共に変わる。そして、アップデートされたバージョンの規格
で、記録速度または記録方法のような記録特性に関連した色々な内容が変わる。
【０００５】
　したがって、既存バージョンのドライブによってアップデートされたバージョンの光デ
ィスクに良好な記録を行うためには、既存バージョンのドライブでアップデートされたバ
ージョンの情報及び記録関連情報を判読できなければならない。しかし、既存ドライブを
製作する時には、未来の新たなバージョンのナンバーや記録速度、記録方法について全く



(4) JP 2009-43411 A 2009.2.26

10

20

30

40

50

予測できないので、未来の光ディスクについての速度やバージョン情報までカバーできる
ようにドライブを製作することは不可能である。このために、既存バージョンのドライブ
でもアップデートされた光ディスクを記録及び／または再生できる光ディスク及びその記
録／再生方法を模索する必要がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、前記問題点を勘案して案出されたものであって、記録速度またはバージョン
が変わるにつれて変更されるディスク関連情報及び記録関連情報のパラメータを、既存バ
ージョンのドライブでも認識して記録及び／または再生できる情報保存媒体及びその記録
及び／または再生方法を提供するところにその目的がある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記目的を達成するために、本発明による情報保存媒体は、既存のディスク関連情報及
び記録関連情報と、バージョンナンバー及び記録速度のうち少なくとも何れか一つが変わ
るにつれてアップデートされるディスク関連情報及び記録関連情報が共に同一領域に記録
されることを特徴とする。
【０００８】
　バージョンナンバー及び記録速度のうち、少なくとも何れか一つが変わるにつれてアッ
プデートされるディスク関連情報及び記録関連情報が、既存のディスク関連情報及び記録
関連情報が記録された形式と同じ形式で記録されることが望ましい。
【０００９】
　前記既存のディスク関連情報及び記録関連情報の次に連続してアップデートされるディ
スク関連情報及び記録関連情報が記録されうる。
【００１０】
　前記アップデートされるディスク関連情報及び記録関連情報のうち一部は、既存ディス
ク関連情報及び記録関連情報と形式は同じであるが、バイト数が異なって記録されうる。
【００１１】
　バイト数が異なって記録される情報は、新たな記録パターンと関連したパラメータであ
り、既存の記録パターンのパラメータを含みうる。
【００１２】
　前記目的を達成するために、本発明による情報保存媒体の記録及び／または再生方法は
、既存のディスク関連情報及び記録関連情報を記録する段階と、バージョンナンバー及び
記録速度のうち少なくとも何れか一つが変わるにつれてアップデートされるディスク関連
情報及び記録関連情報を、前記既存のディスク関連情報及び記録関連情報が記録された領
域と同一領域に記録する段階と、を含むことを特徴とする。
【００１３】
　前記ディスク関連情報と記録関連情報とは、差動信号チャンネルまたはサム（Ｓｕｍ）
チャンネルで再生されうる。
【００１４】
　他の側面による本発明の方法は、バージョン情報、タイミング情報及び記録速度情報を
含むコントロール情報を使用することによって、情報保存媒体に／から情報を記録及び／
または再生する方法であって、情報保存媒体の所定の第１領域についての既存のコントロ
ール情報を記録及び／または再生する段階と、前記第１領域以外の情報保存媒体の他の領
域についてのアップデートされたコントロール情報を記録及び／または再生する段階とを
含み、既存のバージョンナンバー情報及びアップデートされたコントロール情報が、情報
保存媒体についての記録及び／または再生に使われる所定セットのパラメータを含むこと
を特徴とする。
【００１５】
　本発明の他の側面によれば、アップデートされたコントロール情報が既存コントロール



(5) JP 2009-43411 A 2009.2.26

10

20

30

40

50

情報について連続的な方式で記録され、既存及びアップデートコントロール情報が記録速
度、記録パワー、再生パワー及び記録パターンのうち少なくとも一つを表し、既存及びア
ップデータコントロール情報のうち一つは、プッシュプル信号チャンネル及びサムチャン
ネルのうち一つによって記録され、前記一つのコントロール情報がプッシュプル信号チャ
ンネルを経由して再生され、グルーブウォッブルフォーマットで記録され、前記コントロ
ール情報がサムチャンネルによって再生され、前記情報保存媒体のリードイン領域及びリ
ードアウト領域のうち、少なくとも一つの記録可能な領域に記録される情報であり、既存
及びアップデートコントロール情報のうち一つは、グルーブウォッブルフォーマットで情
報保存媒体のリードイン領域及びリードアウト領域のうち、少なくとも一つの記録可能な
領域に記録され、かつ／または記録及びアップデートコントロール情報のうち一つは、グ
ルーブウォッブル状に記録される。
【００１６】
　本発明の他の側面によれば、情報保存媒体は、既存コントロール情報についてバージョ
ンナンバー、タイミング情報、及び記録速度情報のうち、少なくとも一つの変化によって
アップデートされたコントロール情報が記録された領域を含み、使われるドライブに対応
するアップデートされたコントロール情報及び既存のコントロール情報のうち、一つによ
ってドライブがデータを記録及び／または再生するユーザデータ領域を含む。
【００１７】
　本発明の他の側面によれば、アップデートされたコントロール情報は、既存コントロー
ル情報に対して連続的な方式で記録され、既存及びアップデートコントロール情報は、記
録速度、記録パワー、再生パワー及び記録パターンのうち、少なくとも一つを表し、既存
及びアップデートコントロール情報のうち一つは、プッシュプル信号チャンネル及びサム
チャンネルのうち一つによって記録され、前記一つのコントロール情報は、プッシュプル
信号チャンネルによって再生され、グルーブウォッブルフォーマットで記録され、かつ／
または前記ユーザデータ領域と異なる領域にリードイン領域及びリードアウト領域のうち
一つが位置し、前記一つのコントロール情報がサムチャンネルによって再生され、前記リ
ードイン領域及びリードアウト領域のうち一つの記録可能な領域に記録された情報である
。
【００１８】
　本発明によれば、情報保存媒体は、前記ユーザデータ領域と異なる領域にリードイン領
域及びリードアウト領域のうち一つが位置し、既存及びアップデートコントロール情報の
うち一つは、サムチャンネルによって再生され、前記リードイン領域及びリードアウト領
域のうち一つの記録可能な領域に記録された情報である。
【００１９】
　本発明によれば、既存及びアップデートコントロール情報がグルーブウォッブル状に記
録される。
【００２０】
　本発明によれば、既存コントロール情報及びアップデートコントロール情報を含むディ
スク情報を有する情報保存媒体に対してデータを記録及び／または再生するための記録及
び／または再生装置は、前記情報保存媒体に対してデータを伝送するための光ピックアッ
プと、前記情報保存媒体の第１領域から既存コントロール情報及びアップデートされたコ
ントロール情報を検出するように前記光ピックアップをコントロールして、前記既存のコ
ントロール情報及びアップデートされた情報のうち、何れかが前記装置によって使用可能
なドライブコントロール情報に対応するかを決定し、決定された既存コントロール情報及
びアップデートされたコントロール情報によって、第１領域以外の情報保存媒体の第２領
域に対してデータを伝送するように光ピックアップをコントロールするコントローラとを
含み、前記既存コントロール情報及びアップデートされたコントロール情報は、それぞれ
バージョン情報、タイミング情報、及び記録速度情報を含む。
【００２１】
　本発明によれば、既存及びアップデートコントロール情報は、第１領域に連続的に記録
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され、既存及びアップデートコントロール情報のうち一つは、記録速度、記録パワー、再
生パワー、及び記録パターンのうち、少なくとも一つを表す情報を含み、既存及びアップ
デートコントロール情報のうち一つは、プッシュプル信号チャンネル及びサムチャンネル
のうち一つによって記録され、前記一つのコントロール情報がプッシュプル信号チャンネ
ルを経由して再生され、グルーブウォッブルフォーマットで記録され、前記コントロール
情報がサムチャンネルによって再生され、前記情報保存媒体のリードイン領域及びリード
アウト領域のうち、少なくとも一つの記録可能な領域に記録される情報であり、既存及び
アップデートコントロール情報のうち一つは、グルーブウォッブルフォーマットで情報保
存媒体のリードイン領域及びリードアウト領域のうち少なくとも一つの記録可能な領域に
記録され、かつ／または記録及びアップデートコントロール情報のうち一つは、グルーブ
ウォッブル状に記録される。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、記録速度またはバージョンが変わるにつれて変更されるディスク関連
情報及び記録関連情報のパラメータを、既存バージョンのドライブでも認識して記録及び
／または再生できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明の望ましい実施例による情報保存媒体及びその記録及び／または再生方法
について、添付された図面を参照して詳細に説明する。
【００２４】
　図１は、リードイン領域１０とユーザデータが記録されるデータ領域１５及びリードア
ウト領域を含む情報保存媒体において、リードイン領域１０とデータ領域１５とのデータ
構造を概略的に示す図である。一方、リードアウト領域は、リードイン領域１０と類似な
構造を有するので、ここではその詳細な説明を省略する。
【００２５】
　リードイン領域１０は、例えば、ディスクテストゾーン１０－１、ドライブテストゾー
ン１０－２、欠陥管理ゾーン１０－３、ディスクコントロールデータゾーン１０－５及び
バッファゾーン１０－６を備えて構成されうる。そして、予定されていないが、その後に
他の情報が記録されうる余裕領域として保留ゾーン１０－４がさらに備えられうる。
【００２６】
　望ましくは、情報保存媒体がデータ移送率を向上させるために記録速度が変わる時には
、単純な速度情報だけでなく、バージョンナンバー、記録時に使われるライティングスト
ラティジーも変更される。しかし、既存バージョンのドライブでは、今後出るバージョン
ナンバーが分からず、また記録速度も制限されている。このような状況下で、次期バージ
ョンのディスクを既存ドライブでも使用可能にし、また新たなドライブでも使用可能にす
るために、既存のディスク関連情報及び記録関連情報とアップデートされたディスク関連
情報及び記録関連情報とを共に提供することが望ましい。
【００２７】
　例えば、バージョン１.０に対応するディスクについての情報及び記録関連情報が記録
された例が、図２Ａに示されている。ディスク関連情報及び記録関連情報は、ディスクマ
スタリング時にグルーブウォッブル状に記録され、ユーザデータを記録する前または記録
した後に、リードイン領域１０及びリードアウト領域のうち少なくとも何れか一つの記録
可能な領域に、グルーブウォッブル状に記録された情報が複写されて同一に記録される。
この時、リードイン領域またはリードアウト領域に記録された情報とグルーブウォッブル
状に記録された情報とは同じ情報であり、同じバイト数及び同じ形式で記録できる。グル
ーブウォッブルは、ユーザデータ領域１５に形成されたものでありうる。また、リードイ
ン領域１０のディスクコントロールデータゾーン１０－５にディスク関連情報と記録関連
情報とが記録されうる。
【００２８】
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　一方、グルーブウォッブル状に記録された情報とリードイン領域１０またはリードアウ
ト領域に記録された情報とが一部異なる場合がありうる。例えば、ユーザデータ領域を表
す時、グルーブウォッブルには、ユーザデータ領域の最大アドレスが記録され、リードイ
ン領域またはリードアウト領域には、ユーザデータが記録終了された後、実際に記録が終
了した領域のアドレスが記録されうる。このような場合には、グルーブウォッブル状に記
録されたデータと、リードイン領域及びリードアウト領域に記録されたデータとが一部異
なりうる。
【００２９】
　ディスク関連情報は、例えば、ディスク種類及びバージョンナンバー、ディスクサイズ
、ディスク構造、製造者情報のような情報でありうる。また、記録関連情報としては、記
録速度、再生パワー、Ｔｔｏｐ、Ｔｍｐ、Ｔｃｌのような記録パターン情報が記録されう
る。図２Ｂは、バージョン１.０に対応する記録パターンの一例を示す図であって、Ｔｔ
ｏｐ、Ｔｍｐ、Ｔｃｌは、記録パターンの初期パルスタイム、マルチパルスタイム、冷却
パルスタイムをそれぞれ表す。そして、Ｐｗ、Ｐｅ、Ｐｂは、それぞれ記録パワー、消去
パワー、バイアスパワーを表し、７Ｔ、３Ｔで、Ｔは記録マークの最小長さを表す。また
、前記のような記録関連情報が記録されるのに使われたバイト数についての情報が記録さ
れる。この情報を参照して、記録関連データを再生する時に必要なデータのみを選択的に
再生できる。図２では、ディスク関連情報が０－３バイトに記録され、記録関連情報が４
－９バイトに記録された場合を例示した。そして、１０－Ｍバイトを保留領域として残す
ことができる。ここで、Ｍは、１０以上のバイトナンバーを表す。
【００３０】
　次いで、バージョンナンバー及び記録速度のうち何れか一つが変更される場合、変更さ
れた内容によってディスク関連情報や記録関連情報が変更される。この時、この変更され
た情報を既存のディスク関連情報や記録関連情報が記録された次のバイトから続いて記録
することが望ましい。図３Ａを参照するに、０－１０バイトまでは、既存バージョン、す
なわちバージョン１.０に対応するディスク関連情報と記録関連情報とが記録され、次い
で、１１バイトから新たなバージョンまたは記録速度についての変更された情報が記録さ
れる。新たなディスク関連情報または記録関連情報を記録する時、既存のディスク関連情
報または記録関連情報が記録された形式と同じ形式で記録することによって、既存フォー
マットとの一貫性を維持することが望ましい。同じ形式で記録されるが、データが記録さ
れるバイト数は変わりうる。
【００３１】
　例えば、バージョン２.０に対応するディスクについての記録パターンが、図３Ｂに示
されたような記録パターンである場合に、既存バージョン１.０に対応するディスクに対
する記録パターン（図２Ｂ参照）と比較すれば、次のような変化がある。Ｔｔｏｐ、Ｔｍ
ｐ、Ｔｃｌのようなパラメータは同じであるが、消去パワーをＰｅ２及びＰｅ１として、
消去部分のパラメータＴｅｍｐがさらに追加された。すなわち、消去領域のパワーレベル
を２段階より構成し、これに対する消去パターン部の時間に対する情報を追加した場合で
ある。このような場合に、バージョン１.０についての情報が記録された０－１０バイト
に続いて、１１バイトから新たなバージョンについての情報を記録するが、既存バージョ
ンについての情報が記録された形式と同じ形式で記録することが望ましい。すなわち、記
録する情報の順序を既存と同じ順序で記録することである。但し、前述したように、既存
情報に比べてさらに追加されるパラメータがある場合、バイト数が変わりうる。図３Ａを
参照すれば、記録パターンに対するパラメータのうち、Ｔｅｍｐがさらに追加されて、新
たなバージョンについては１１－２１バイトまでディスク関連情報と記録関連情報とが記
録される。前記のように、既存の情報と同じ形式で記録されるが、バイト数が異なって記
録される場合は、例えば、記録パターンと関連したパラメータが変わる場合でありうる。
さらに、アップデートされる記録パターンには、既存の記録パターンを含みうる。すなわ
ち、新たな記録パターンに既存の記録パターンであるＴｔｏｐ、Ｔｍｐ、Ｔｃｌがそのま
ま含まれ、Ｔｅｍｐが追加される。
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【００３２】
　一方、バージョンは変化がなく、記録速度のみが変更される場合がありうる。例えば、
バージョンは２.０と変わらず、記録速度が５ｍ／ｓから３ｍ／ｓに変更される場合に、
バージョンは変動がないので、ディスク関連情報は変わらず、記録関連情報のみが変更さ
れる。このように、ディスク関連情報が変わらない場合に、同じディスク関連情報を再び
反復して記録せず、変更された記録関連情報のみを記録することが望ましい。図３Ａに示
されたように、２２－２８バイトでの記録速度の変化による記録関連情報を記録する。そ
して、１１－１４バイトに記録されたディスク関連情報と２２－２８バイトに記録された
記録関連情報とを利用して、ユーザデータを記録する。
【００３３】
　図４は、本発明による情報保存媒体にユーザデータを記録及び／または再生する過程を
示す図であって、図３Ａと関連して説明する。まず、ディスクをドライブにローディング
すれば（Ｓ１０）、使われるドライブが既存バージョンのドライブである時には、１－９
バイトを再生し、ドライブが新たなバージョンのドライブである時には、新たなバージョ
ンに対応する１１－２１バイトまたは２２－２８バイトを再生する。バージョンによって
再生されるバイト数が定められている。例えば、図３Ａで、４バイトに記録された情報を
再生することによって、再生されなければならないバイト数が分かる。
【００３４】
　既存ドライブでデータを記録及び／または再生する場合には、既存ドライブに対応する
情報、すなわち、０－９バイトに記録された情報を再生し（Ｓ１５）、この情報を利用し
てユーザデータを記録及び／または再生する（Ｓ２０）。または、新たなドライブでデー
タを記録及び／または再生する場合には、新たなドライブに対応する情報、すなわち、１
１－２１バイトに記録された情報を再生し（Ｓ２５）、この情報を利用してユーザデータ
を記録及び／または再生する（Ｓ３０）。特に、新たなドライブでのデータの記録及び／
または再生において、バージョンは変わらずに記録速度のみが変更された場合には、ディ
スク関連情報である１１－１４バイトに記録された情報はそのまま利用し、記録関連情報
としては、２２－２８バイトに記録された情報を利用してユーザデータを記録及び／また
は再生することが望ましい。
【００３５】
　次いで、本発明による情報保存媒体の記録及び／または再生方法について説明する。
【００３６】
　まず、既存のディスク関連情報及び記録関連情報を記録し、バージョンナンバー及び記
録速度のうち、少なくとも何れか一つが変わるにつれてアップデートされるディスク関連
情報及び記録関連情報を、前記既存のディスク関連情報及び記録関連情報が記録された領
域と同じ領域に記録する。ここで、ディスク関連情報及び記録関連情報が記録される領域
は、図１を参照するに、ディスクコントロールデータゾーン１０－５でありうる。
【００３７】
　そして、アップデートされるディスク関連情報及び記録関連情報を、既存のディスク関
連情報及び記録関連情報が記録された後のバイトに連続的に記録するが、既存情報が記録
された形式と同じ形式で記録して、既存フォーマットと一貫性を維持することが望ましい
。
【００３８】
　一方、本発明では、前記ディスク関連情報と記録関連情報とが差動信号チャンネルまた
はサムチャンネルで再生されうる。差動信号チャンネルで再生される情報は、グルーブウ
ォッブル状に記録された情報であり、サムチャンネルで再生される情報は、リードイン領
域１０及びリードアウト領域のうち、少なくとも何れか一つの記録可能な領域に記録され
る情報でありうる。サムチャンネルで再生される情報は、ユーザデータ領域１５に記録さ
れたマークと同じ方式で記録された情報でありうる。
【００３９】
　前記情報保存媒体は、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＤＶＤ



(9) JP 2009-43411 A 2009.2.26

10

20

30

40

50

＋ＲＷ、Ｂｌｕ－ｒａｙディスク及びＡＯＤ（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｄｉ
ｓｃ）のような次世代高密度ＤＶＤまたは未来に生成されうる他のいかなるタイプのディ
スクも含みうる。
【００４０】
　図５は、本発明の実施例による記録装置のブロックダイヤグラムである。図５を参照す
るに、記録装置は、記録／再生ユニット１００１、コントローラ１００２及びメモリ１０
０３を含む。記録／再生ユニット１００１は、本発明の情報保存媒体１０００の実施例で
あるディスク１０００にデータを記録し、ディスク１０００からデータを読出す。コント
ローラ１００２は、図１ないし図４と関連して説明したような本発明によるディスク関連
データを記録しかつ再生する。
【００４１】
　全ての面で要求されるわけではないが、コントローラ１００２は、コンピュータ再生可
能媒体にエンコーディングされたコンピュータプログラムを使用する方法を実現するコン
ピュータでありうる。コンピュータは、ファームウェアを有するチップで実現されうるか
、または前記方法を行うようにプログラム化できる一般または特殊目的のコンピュータで
ありうる。
【００４２】
　また、数十ギカバイトの記録容量を具現するために、記録／再生ユニット１００１は、
ディスク１０００に数十ギカバイトのデータを記録するのに使用できる低い波長、高開口
数タイプのユニットを含みうる。このようなユニットの例は、４０５ｎｍ波長の光と０.
８５開口数とを有するユニットを含み、ブルーレイディスクと互換可能であり、かつ／ま
たはＡＯＤと互換可能である。
【００４３】
　本発明は、特に望ましい実施例を参照して示されて説明され、本発明の特許請求の範囲
及びその均等範囲によって定義されるような本発明の思想及び範囲から離脱されないよう
に変化されうる。
【産業上の利用可能性】
【００４４】
　本発明による情報保存媒体及びその記録及び／または再生方法は、バージョンや記録速
度が変わるにつれて、既存のバージョンや記録速度についてのディスク関連情報及び記録
関連情報とアップデートされるディスク関連情報及び記録関連情報とを共に記録すること
によって、既存バージョンのドライブでも新たなバージョンの情報保存媒体を記録及び／
または再生可能にする。また、アップデートされるディスク関連情報と記録関連情報とを
既存の情報と同じ形式で記録して、既存フォーマットと一貫性を維持させる。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明と関連した情報保存媒体のリードイン領域とユーザデータ領域とのデータ
構造を概略的に示す図である。
【図２Ａ】本発明による情報保存媒体及びその記録及び／または再生方法を説明するため
の図である。
【図２Ｂ】本発明による情報保存媒体を記録するための記録パターンの一例を示す図であ
る。
【図２Ｃ】本発明による情報保存媒体を記録するための記録パターンの一例を示す図であ
る。
【図３Ａ】本発明の望ましい実施例による情報保存媒体のデータ構造を示す図である。
【図３Ｂ】本発明による情報保存媒体を記録するための記録パターンの他の例を示す図で
ある。
【図３Ｃ】本発明による情報保存媒体を記録するための記録パターンの他の例を示す図で
ある。
【図４】本発明による情報保存媒体を記録及び／または再生する過程を示す図である。
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【図５】本発明の望ましい実施例による記録及び／または再生装置のブロックダイアグラ
ムである。
【符号の説明】
【００４６】
　１０　　　リードイン領域
　１５　　　データ領域
　１０００　ディスク
　１００１　記録／再生ユニット
　１００２　コントローラ
　１００３　メモリ

【図１】 【図２Ａ】
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【図４】

【図５】
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